
4

当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
３
議
案
に
つ
い
て
審
査
を
行

い
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

ま
た
、請
願
２
件
に
つ
い
て
は
、

不
採
択
と
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
に
つ
い
て

年
金
受
給
者
の
申
告
手
続
に

お
け
る
変
更
点
は
。

寡
婦
（
寡
夫
）
の
方
に
つ
い

て
は
、
例
年
、
確
定
申
告
ま
た
は

市
県
民
税
の
申
告
に
お
い
て
寡
婦

（
寡
夫
）
控
除
を
申
告
し
て
い
た

が
、
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
寡
婦

（
寡
夫
）
控
除
の
申
告
を
す
る
こ

と
に
よ
り
、
平
成
26
年
度
分
の
個

人
市
民
税
か
ら
、
寡
婦
（
寡
夫
）

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
の

申
告
書
の
提
出
が
不
要
と
な
る
も

の
で
あ
る
。

○
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
取
得
に

つ
い
て消

防
ポ
ン
プ
自
動
車
の
配
備

先
と
主
な
追
加
装
備
は
。

中
央
第
１
分
団
、
西
部
第
５

分
団
、
北
部
第
８
分
団
の
三
箇
分

団
に
配
備
す
る
。
ま
た
、
東
日
本

大
震
災
の
こ
と
も
あ
り
、
救
助
艇
、

発
動
発
電
機
、
傷
病
者
等
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
の
ク
イ
ッ

ク
シ
ー
ル
ド
等
を
追
加
装
備
す
る
。

当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
１
議
案
及
び
総
務
文
教
委
員
会

か
ら
審
査
依
頼
を
受
け
た
１
議
案

に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
暴
力
団
排
除
条
例
に
つ

い
て

市
民
等
の
責
務
の
主
な
内
容

と
は
。主

に
市
民
に
は
、
基
本
理
念

に
則
り
、
自
主
的
に
暴
力
団
排
除

活
動
に
取
り
組
ん
で
も
ら
う
と
と

も
に
、
市
が
実
施
す
る
暴
力
団
排

除
活
動
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す

る
よ
う
努
め
て
も
ら
う
。

○
平
成
24
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

通
学
路
安
全
対
策
を
行
う
基

準
と
、
こ
の
予
算
で
何
箇
所
の
改

善
を
行
う
の
か
。

昨
年
度
に
通
学
路
の
安
全
総

点
検
を
実
施
し
、
５
年
間
で
84
箇

所
を
改
善
す
る
計
画
を
作
成
し

た
。
し
か
し
、
本
年
４
月
以
降
、

通
学
路
に
お
け
る
交
通
事
故
が
全

国
的
に
数
多
く
発
生
し
た
こ
と
か

ら
、
市
と
し
て
早
急
に
対
応
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
今
年
度
予
定

し
て
い
た
22
箇
所
を
47
箇
所
に
増

や
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り

昨
年
度
実
施
し
た
25
箇
所
と
併

せ
、計
画
の
約
９
割
が
終
了
す
る
。

当
委
員
会
で
は
、
付
託
を
受
け

た
１
議
案
及
び
総
務
文
教
委
員
会

か
ら
審
査
依
頼
を
受
け
た
１
議
案

に
つ
い
て
審
査
を
行
い
、
い
ず
れ

も
原
案
の
と
お
り
可
決
し
ま
し
た
。

○
行
田
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

一
部
改
正
は
東
日
本
大
震
災

に
よ
り
被
災
し
た
居
住
用
財
産
の

敷
地
に
係
る
譲
渡
期
限
を
７
年
に

延
長
す
る
譲
渡
所
得
に
対
す
る
課

税
の
特
例
と
の
こ
と
だ
が
、
市
内

に
対
象
者
は
存
在
す
る
の
か
。

対
象
者
の
把
握
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
後
被
災

地
か
ら
本
市
に
転
入
す
る
方
で
該

当
す
る
場
合
も
想
定
さ
れ
る
。
被

６
月
６
日
に
６
月
定
例
会
運
営

の
た
め
の
議
会
運
営
委
員
会
を
開

催
し
、
会
期
日
程
及
び
議
案
の
取

扱
い
な
ど
を
協
議
し
ま
し
た
。
そ

の
際
、
一
般
質
問
の
発
言
順
序
を

く
じ
に
よ
り
決
定
し
ま
し
た
。

ま
た
、
６
月
28
日
に
は
追
加
議

案
及
び
正
副
議
長
選
挙
の
取
扱
い

に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

な
お
、
委
員
の
辞
任
に
伴
い
、

次
の
委
員
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
長
　
香
　
川
　
宏
　
行

副
委
員
長
　
新
　
井
　
教
　
弘

委
　
　
員
　
高
　
橋
　
弘
　
行

委
　
　
員
　
平
　
社
　
輝
　
男

委
　
　
員
　
石
　
井
　
直
　
彦

委
　
　
員
　
大
河
原
　
梅
　
夫

委
　
　
員
　
斉
　
藤
　
哲
　
夫

災
の
把
握
は
困
難
で
あ
り
、
本
人

の
申
し
出
が
必
要
と
な
る
こ
と
か

ら
周
知
方
法
を
検
討
し
た
い
。

○
平
成
24
年
度
行
田
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て

増
額
補
正
は
行
田
市
シ
ル
バ

ー
人
材
セ
ン
タ
ー
が
独
自
に
職
員

を
雇
用
す
る
た
め
の
相
当
額
と
の

こ
と
だ
が
、
採
用
職
員
の
勤
務
形

態
と
は
。

当
法
人
が
定
め
る
要
綱
に
基

づ
く
常
勤
職
員
と
同
様
の
勤
務
形

態
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
市
の
嘱
託

職
員
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
。

ぎょうだ 議会だより

常
任
委
員
会
の
動
き
○
審
査
概
要

○
委
員
会
活
動

各
常
任
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
議
案
の
主
な

審
査
内
容
や
委
員
会
活
動
な
ど
の
状
況
は
次

の
と
お
り
で
す
。

総
務
文
教
常
任
委
員
会審 査 風 景

小学校通学路

シルバー人材センター

議
会
運
営
委
員
会

答 問

建
設
環
境
常
任
委
員
会

健
康
福
祉
常
任
委
員
会

問答

答 問

問答

答 問

答 問


